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１ 仕様書の適用 

  本業務の履行にあたっては、山形県県土整備部制定「設計業務等共通仕様書」（令和

７年 10 月改定）」（以下、「県共通仕様書」という。）に基づき実施しなければならな

い。 

なお、県共通仕様書に記載のない事項については、国土交通省航空局制定「空港土木

設計・測量・地質土質調査・点検業務共通仕様書（令和７年４月）」に基づき実施しな

ければならない。 

 

 

第１章  総 則 

 

第１条 適用の範囲 

  本仕様書は、「令和８年度 空港整備事業 空港機能強化検討業務委託」（以下、「本業

務」という。）に適用する。 

 

第２条 業務の目的 

コロナ禍で低迷した県内のインバウンドが着実に回復するなか、人口減少化において

は、交流人口の拡大に向けたインバウンドの拡大が重要であることから、空港の機能強

化は喫緊の課題であるほか、空港には、利用者の利便性向上や観光振興・地域経済への

寄与、災害時の活動拠点や脱炭素化の取組みなど、様々な役割が求められている。 

このため、本県では「空港機能強化検討会議」（以下、「検討会議」）を立ち上げ、山

形空港及び庄内空港において、地域の発展のために空港に求められる役割と、その実現

に向けて必要な空港機能強化等の方向性を取りまとめた「空港将来ビジョン」を策定す

る方針である。 

本業務では、検討会議における議論を深めるため、滑走路延長等の空港機能強化の概

略的な設計を行うとともに、今後の国際線及び国内線の需要動向や費用対効果分析の検

討を行い、更にその結果等を検討会議へ提示し、意見を踏まえながら、空港将来ビジョ

ン(案)を取りまとめるものである。 

 

第３条 受発注者の責務 

受発注者の責務は、県共通仕様書第 1103 条に定めるものに加え、受発注者の責務に

ついて以下のとおりとする。 

１ 本業務を履行するにあたり、受注者はその技術を駆使して確実・詳細・丁寧に行

い、成果は所定の条件を満足しなければならない。なお、受注者は本仕様書に明記し

ていない事項であっても業務上必要と思われるものについては、責任をもって充足、

調整等を行うこと。  

２ 受注者は、業務内容の変更において、発注者から不適切な指示等があった場合は、
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発注者に対し書面で報告ができるものとする。 

３ 発注者は、前項の報告を受けた場合は、５日以内（休日等を含む）に受注者と協議

し適切な措置を講じなければならない。 

 

第４条 配置技術者に対する要件 

令和８年度空港整備事業空港機能強化検討業務委託に係る公募型プロポーザル方式に

よる企画提案書（以下、「企画提案書」という。）に記載の者とする。 

配置予定の管理技術者の変更は原則として認めない。ただし、契約後に配置管理技術

者が長期病休、退職した場合等やむを得ない事情で発注者が認めた場合はこの限りでは

ない。なお、その場合は、原則として変更前の技術者と同等以上の評価を有する技術者

を配置しなければならない。 

 

 

第２章  業務内容 

 

第１条 共通事項 

１ 計画準備 

本業務の実施にあたり、事前に業務目的及び業務内容を十分に把握し、業務手順及び

実施に必要な事項を企画立案する。業務計画書は、第１回打合せ後、速やかに提出する

ものとする。 

 

２ 打合せ等 

本業務の協議打合せは、業務着手時、業務の主要な区切り(中間打合せ５回)及び業務

完了時に行うことを想定している。 

 

３ 成果品 

成果品は以下のものを提出すること。 

・電子成果品（CD-R 等）  ３部 

・印刷物（ファイル製本程度）３部  

 

第２条 概略設計 

１ 滑走路延長基本計画の検討 

(1) 滑走路配置案に関する検討 

1) 滑走路長の設定 

就航可能範囲や離着陸条件等を踏まえ、両空港に必要な滑走路長の設定を行う。 

2) 滑走路延長案の見直し検討〔各２ケース〕 

1)の結果を踏まえ、過年度に検討された両空港の滑走路延長案を参考として、
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近年の社会環境や両空港における状況など、検討条件の変化を確認したうえで、

滑走路延長に係る空港土木施設に関する整備方針の検討を行う。 

なお、無線施設及び航空灯火については、一般的に必要となる施設を想定する

ものとし、詳細の配置計画検討は行わないものとする。 

3) 運航空域に係る概略検討〔各２ケース〕 

両空港の滑走路延長案に応じて、運航条件及び空域に関する概略検討を行う。 

4) ターミナル地域計画に関する基礎検討 

両空港の滑走路延長時に想定される就航機材・航空需要等に対し、ターミナル地

域の必要施設規模、配置等のターミナル地域計画に関する基礎検討を行う。 

5) 概算事業費・概略工程に関する検討 

以上の検討結果を踏まえ、整備計画図を作成し、概算事業費及び概略工程を作成

する。 

6) 就航率改善効果に関する検討 

① 欠航状況等の整理 

両空港の近年の就航率、欠航発生状況、遅延状況について実態の整理を行う。な

お、必要なデータ（欠航便及び１時間以上の遅延便の機材、日時、理由、搭乗者数

等）は発注者から提供するものとする。 

② 就航率改善効果の検討 

滑走路を延長した場合にどの程度の欠航便が救済できるか、運航条件に基づき検

討し、就航率改善効果について確認する。なお、運航条件については航空会社へヒ

アリングするなどにより確認するものとする。 

7) 騒音影響に関する検討〔各２ケース〕 

滑走路を延長した際の就航機材・航空便数等の変化を設定し、騒音範囲への影響

について検討を行う。 

 

第３条 需要予測 

令和元年度及び令和２年度に実施した空港機能強化検討調査業務の成果を参考とし、

以下について実施する。 

１ 国際線需要予測 

(1) 国際線需要動向の確認 

両空港の将来需要予測を行うため、必要となる統計データの収集・整理を行い、コ

ロナ禍以後の県内での外国人旅行者や、日本人出国者の動向を把握する。 

(2) 需要予測モデルの更新 

コロナ禍以後の動向の変化を踏まえ、両空港の国際線需要（外国人・日本人）の需

要予測モデルの見直し・更新を行う。 

(3) 国際線需要の分析 

将来の社会経済状況や交通条件等について想定を行い、需要予測モデルによる両空
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港の国際線需要の分析を行う。 

２ 国内線需要予測 

(1) 国内線需要動向の確認 

両空港の将来需要予測を行うため、必要となる統計データの収集・整理を行い、コ

ロナ禍以後の国内線の動向を把握する。 

(2) 四段階推計法による需要予測 

「航空需要予測の改善について(国内航空旅客)」（平成 22 年 11 月_国土交通省航空

局・国土技術政策総合研究所公表）等を参考に、両空港の国内線の需要予測を行う。 

(3) 国内線需要の分析 

将来の社会経済状況や交通条件等について想定を行い、四段階推計法による両空港

の国内線需要の分析を行う。 

 

第４条 費用対効果分析 

分析に当たっては、「空港整備事業の費用対効果分析マニュアル」（※最新版を使用）

の考え方に基づいて行う。 

１ 費用便益分析〔各２ケース〕 

滑走路延長案に関して、需要予測結果を基に費用便益分析を行う。 

２ 定量的評価、定性的評価の整理 

「空港整備事業の費用対効果分析マニュアル」において示されている原則として計測

対象外の項目や、定量的・定性的に取り扱う項目のうち、両空港において効果が高い項

目について整理を行う。 

３ 必要需要規模に関する検証 

分析結果を踏まえ、社会経済的にみて、効率的な事業と評価できない場合には、効率

的な事業と評価するために便益がどれだけ必要か、また、便益を上げるためにどうすべ

きかを提案する。 

 

第５条 空港将来ビジョン(案)とりまとめ 

１ 県等の政策・方針等の整理 

空港将来ビジョン(案)をとりまとめるにあたり、県の政策方針や将来計画、空港に関

連した施策を基に、両空港が果たす役割について整理を行う。 

２ 空港の課題の整理 

両空港を取り巻く状況や現在の課題、将来的に想定される対応事項などの整理を行

う。なお、課題の整理にあたっては、両空港で開催する空港機能強化検討会議における

委員の意見も参考にする。 

３ 他空港事例の整理 

空港将来ビジョン(案)の参考とするため、他空港（丘珠空港、佐賀空港等）で作成さ

れた将来ビジョン等について、内容の整理を行う。 
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４ 空港将来ビジョン(案)のとりまとめ 

検討会議での議論を踏まえ、両空港が目指す将来の姿、実現に向けて必要なソフト・

ハードの施策や実施主体等を整理し、山形空港・庄内空港それぞれの空港将来ビジョン

(案)をとりまとめる。 

５ 検討会議の資料作成支援〔両空港で各４回 計８回を想定〕 

検討会議で使用する資料について、発注者の資料作成の支援を行う。また、検討会議

の設営及び質疑対応のための補助(２名程度)を行う。なお、会議運営や実施は含まな

い。 

※参考：令和７年度の実施状況（山形県ホームページ） 

https://www.pref.yamagata.jp/180033/kurashi/kendo/kuukou/kentoukaigi.html 

 

第６条 報告書作成 

前条までの業務内容について総括的に取りまとめるものとする。 

 

 

第３章  その他 

 

第１条 積算基準 

本業務における諸経費率は、国土交通省航空局制定「空港請負工事積算基準 第２部 

設計業務等積算基準（令和７年４月）」を適用する。 

 

第２条 貸与資料 

本業務を遂行するにあたって必要となる次の資料については貸与するものとする。ま

た、その他必要な資料については、発注者と打ち合わせによるものとする。なお、貸与

した資料の取扱いについては十分注意し、業務完了後は遅延なく返却するものとする。 

・空港機能強化検討業務成果品（令和元年度から令和６年度） 

・空港施設図 

・その他、必要と認められる資料 

 

第３条 想定スケジュール 

○検討会議 

・令和８年度は両空港で 2,3 か月に１回の頻度で計４回ずつ開催 

 ○本業務成果 

  以下のとおり想定しているが、詳細については契約後の協議打合せを踏まえ決定する

ものとする。なお、業務成果については、検討会議資料に適宜反映させる予定である。 

  ・令和８年 11 月  費用対効果の整理、空港将来ビジョンの素案作成 

  ・令和９年 １月  空港将来ビジョン(案)とりまとめ 
















